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月

二

日

参
議
院
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
水
産
業
の
復
興
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
漁
業
者
な
ど
が
一
体
と
な
っ
た
取
組
に
国
が
十
分
な
支
援
策
を
講
ず
る
こ
と
が

基
本
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
法
の
施
行
に
よ
り
漁
業
法
の
特
例
措
置
を
導
入
す
る
に
際
し
、
国
は
、
被
災
地
の
水
産
業

の
健
全
な
発
展
の
た
め
に
、
浜
全
体
の
資
源
・
漁
場
の
管
理
に
責
任
を
持
ち
、
そ
の
整
備
に
つ
き
万
全
を
期
し
た
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

二
、
復
興
推
進
計
画
の
認
定
申
請
に
当
た
り
、
復
興
推
進
事
業
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
業
に
係
る
条
例
の
制
定
に
関
連
す
る

法
令
の
規
定
の
解
釈
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
法
令
の
規
定
の
解
釈
に
係
る
資
料
の
交
付
を
行
い
、
回
答
を

行
う
に
当
た
っ
て
は
、
復
興
特
別
区
域
に
係
る
制
度
の
趣
旨
及
び
目
的
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
及
び
自
立
性
に
十

分
配
慮
す
る
こ
と
。
新
た
な
規
制
の
特
例
措
置
等
に
関
す
る
提
案
に
復
興
推
進
事
業
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
業
に
係
る
条

例
に
関
す
る
事
項
が
含
ま
れ
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
こ
と
。

三
、
新
た
な
規
制
の
特
例
措
置
に
関
す
る
提
案
が
さ
れ
た
場
合
に
、
新
た
な
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
に
行

う
通
知
に
お
い
て
は
、
そ
の
根
拠
を
で
き
る
だ
け
詳
細
に
記
載
し
た
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
国
と
地
方
の
協



議
会
の
経
過
及
び
内
容
に
つ
い
て
の
国
会
報
告
の
際
、
当
該
資
料
を
国
会
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公

表
す
る
こ
と
。

ま
た
、
復
興
推
進
計
画
の
認
定
申
請
に
当
た
り
確
認
を
求
め
ら
れ
た
法
令
の
規
定
の
解
釈
が
、
復
興
推
進
事
業
及
び
こ
れ

に
関
連
す
る
事
業
に
係
る
条
例
の
制
定
の
可
否
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
確
認
を
求
め
た
特
定
地
方
公
共
団
体
へ

の
回
答
に
当
た
り
、
そ
の
根
拠
を
で
き
る
だ
け
詳
細
に
記
載
し
た
資
料
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
資
料
を
遅
滞
な
く
国

会
に
提
出
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
表
す
る
こ
と
。

四
、
地
方
公
共
団
体
事
務
政
令
等
規
制
事
業
に
つ
い
て
条
例
で
規
制
の
特
例
措
置
を
適
用
す
る
た
め
の
政
省
令
を
定
め
よ
う
と

、

、

。

す
る
場
合
に
は

当
該
政
省
令
の
案
に
つ
い
て

当
該
事
業
の
創
設
を
提
案
し
た
特
定
地
方
公
共
団
体
に
協
議
を
行
う
こ
と

五
、
本
法
第
一
条
の
目
的
及
び
本
法
第
三
章
に
規
定
す
る
規
制
の
特
例
措
置
の
趣
旨
に
鑑
み
、
本
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も

の
で
あ
っ
て
も
、
特
例
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
事
務
手
続
が
簡
素
化
さ
れ
、
特
定
地
方
公
共
団
体
に
と
っ
て
有
益
で
あ

る
と
判
断
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
法
的
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六
、
復
興
特
別
区
域
基
本
方
針
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
二
か
ら
五
ま
で
の
項
目
を
具
体
的
に
盛
り
込
む
こ
と
。

七
、
国
会
に
対
す
る
復
興
特
別
意
見
書
の
提
出
等
に
係
る
規
定
や
国
と
地
方
の
協
議
会
に
お
け
る
協
議
結
果
の
国
会
報
告
等
に

係
る
規
定
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
地
方
自
治
体
に
対
す
る
制
度
の
趣
旨
や
内
容
の
周
知
を
図
る
こ
と
等
を
は
じ
め
と

し
て
復
興
庁
が
極
力
地
方
自
治
体
の
立
場
に
立
っ
た
対
応
に
つ
と
め
る
等
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
活
用
さ
れ
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。



八
、
特
定
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
復
興
推
進
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
地
域
の
実
情
を
考
慮
し
た
適
切

な
方
法
で
、
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
助
言
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


